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１ 事業の概要 

大阪市では保育を必要とする全ての児童の入所枠確保に向けて、認可保育所や小

規模保育事業所（以下、「保育施設」という。）の設置等を進めています。保育需要

の多い地域及び利便性の高い地域での保育施設の整備を促進するために、物件の保

育施設への活用を望む物件所有者のニーズと、保育に適した物件を探している保育

事業者（以下、「事業者」という。）のニーズをつなぐため、保育施設整備候補物件

を募集します。 

賃貸で土地を認可保育所用地として提供する物件所有者に対し、当該土地にかか

る固定資産税相当額及び都市計画税相当額 10 年分を一括で補助するなどの制度を

利用できます（整備補助を受けて開設された場合に限る）。 

事業者は、保育施設整備にあたって認可保育所等の施設建設や施設改修に係る補

助金等の各種補助金を受けることができます。 

 

 【事業の流れ】 

別紙１「情報提供から保育施設整備の決定までの流れ」 

別紙２「情報提供から賃貸借契約までの流れ【イメージ】」をご参照ください。 

 

２ 募集内容等 

「認可保育所向き」と「小規模保育事業向き」の両タイプの物件を募集します。 

(1) 認可保育所向き物件の募集 

ア 募集物件 

 

イ 募集の対象地域 

    「令和８年度不動産活用による保育施設整備マッチング事業物件募集対象地

域詳細」をご覧ください。 
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(2) 小規模保育事業向き物件の募集 

ア 募集物件 

 

イ 募集の対象地域 

    「令和８年度不動産活用による保育施設整備マッチング事業物件募集対象地

域詳細」をご覧ください。 

 

☆「小規模保育事業」とは☆ 

認可保育所は、主に０歳～就学前の児童を対象としているのに対し、小規模保育事

業は、０～２歳児の児童を対象とする６～19 人までの児童福祉法上の認可事業です。

そのため、認可保育所よりも小さなスペースで事業を行うことができます。 

 

(3) 物件所有者の条件について 

ア 大阪市税（市民税、固定資産税）を滞納していないこと。 

イ 破産法、もしくは民事再生法の適用を受けている又は受けようとしていない

こと。 

ウ 賃貸借物件（建物）の場合、事業者と開設後 10 年以上の賃貸借契約を締結

していただけること。（ただし、保育施設の整備や内装改修に各種整備費補助

を入れる場合は、財産の処分制限期間（令和５年４月１日付こども家庭庁告示

第９号）が定められていますので、10年以上も引き続き、賃貸借することにつ

いて、ご協力をお願いいたします。） 

エ 大阪市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、第２号に規定する暴

力団員、第３号に規定する暴力団密接関係者、第７条に規定する下請負人等で

・土地は左に同じ ・左に同じ

募集物件
①土地

（賃貸・売却）

イメージ

大きさの目安
・100㎡以上

その他条件

・関係法令を満たすこと。

・床面積100㎡以上

③ビルテナント等
（新築・既存の賃貸）

②土地付建物
（新築・既存の賃貸）

・土地は左に同じ

・建物は床面積100㎡以上

・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第28条第７号に
定める耐火に関する基準を満たすこと。

・共有者など、当該土地に関する関係権利
者の了解が得られること

・原則として、土地の登記等が適正に行わ
れていること

・市街化区域であること

・敷地が、建築基準法第42条による道路に
接していること

・建物

・翌年４月までに開所できる物件であること ・建築確認済証及び検査済証の交付を受けており、建築基準法等関
係法令・通知等に則った手続き（用途変更等）を行うことができること

・現行法上の耐震基準を満たし、耐震上問題がないこと。

・建築基準法第28条各項に定める採光基準を満たすこと。

・建築基準法施行令第126条の２に該当する建築物について、同令
第126条の３に定める排煙設備を設けること。

・その他関係法令（建築基準法、消防法、バリアフリー法等）を満たす
こと（不明な場合は本市にご相談ください。）。
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ないこと。 

オ 上記のほか、不適当と認められる者でないこと。 

 

(4) 応募期間 

  ア 認可保育所向き物件 

応募期間１ 令和 7年 12月 24日（水）から令和８年１月 26日（月）まで 

応募期間２ 令和８年２月 19日（木）から令和８年３月 19日（木）まで 

応募期間３ 令和８年４月 13日（月）から令和８年５月 11日（月）まで 

応募期間４ 令和８年６月 10日（水）から令和８年７月８日（水）まで 

※ 物件情報に変更がない場合は、応募期間毎に物件情報をいただく必要はあ

りません。ただし、運営法人の選定状況等により、物件募集対象地域が変更

となる場合があります。（物件募集対象地域の変更により、提供いただいた

物件が募集対象地域外となる場合は本市より連絡いたします。） 

※ 運営法人の選定状況等により、期限より前に募集を締め切ることがありま

す。 

※ 運営法人が各種整備費補助の交付を受けて開所するためには、「大阪市認

可保育所設置・運営法人募集」応募書類の各受付期間最終日（令和８年度最

終：令和８年７月 22日）までに交渉を成立させる必要があります。 

 

 

 

 

イ 小規模保育事業向き物件 

応募期間１ 令和 7年 12月 24日（水）から令和８年１月 26日（月）まで 

応募期間２ 令和８年２月 26日（木）から令和８年３月 26日（木）まで 

応募期間３ 令和８年４月 30日（木）から令和８年５月 28日（木）まで 

応募期間４ 令和８年７月２日（木）から令和８年７月 30日（木）まで 

※ 物件情報に変更がない場合は、応募期間毎に物件情報をいただく必要はあ

りません。ただし、運営事業者の選定状況等により、物件募集対象地域が変

更となる場合があります。（物件募集対象地域の変更により、提供いただい

た物件が募集対象地域外となる場合は本市より連絡いたします。） 

「大阪市認可保育所設置・運営法人募集 
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※ 運営事業者の選定状況等により、期限より前に募集を締め切ることがあり

ます。 

※ 運営事業者が改修補助の交付を受けて開所するためには、「大阪市地域型

保育事業所設置・運営事業者募集」応募書類の各受付期間最終日（令和８年

度最終：令和８年８月 20日）までに交渉を成立させる必要があります。 

 

 

 

 

(5) 情報提供物件が保育施設に適しているかに関する審査 

立地（補助対象地域）、地形、建築法令等により総合的に判断します。 

※ 本市の審査結果が、各種法令等への適合や「大阪市認可保育所設置・運営事

業者募集」等に応募できる物件であることを保証するものではありません。 

 

(6) 審査結果通知 

情報提供いただいた物件は、「(5) 情報提供物件が保育施設に適しているかに

関する審査」により審査し、その結果を通知いたします。 

※通知させていただいた後、大阪市のホームページ上に随時掲載していきます。 

 

３ 物件情報を提供いただくにあたって 

(1) 提供者 

物件所有者、または、委任を受けた不動産業者等（様式２の委任状必須）。 

 

(2) 提出書類 

・保育施設整備のための物件情報提供書（様式１） 

・委任状（委任を受けた不動産業者等の場合）（様式２）及び物件所有者の印鑑証

明書 

・位置図及び公図、ある場合は地積測量図 

・現地写真    

・平面図    

・登記簿謄本 

・（建物の場合）耐震性を確認できる書類（検査済証など） 

「大阪市地域型保育事業所設置・運営事業者募集」 
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※ ご提供の際、物件情報提供書に記載していただいた希望賃料等については、

物件情報提供を希望する事業者にお伝えしていくことになりますので、実際の

ものと相当な相違がないようお願いします。また、物件情報提供の内容に変更

が生じた場合には、必ずご連絡ください。 

 

(3) 提出方法 

情報提供いただける物件状況やご意向の確認などを合わせて行いますので、お

手数ですが、電話予約の上、直接担当までお持ちください（「６ 担当」欄参照）。 

 

４ 交渉成立後の流れ 

各種整備費補助を活用する、しないにかかわらず、保育施設の設置は、「大阪市児

童福祉審議会」の審議を経ないと事業化されません。そのため、応募期限までに、

必要な書類（交渉成立報告書及び物件所有者の印鑑証明書等）を、事業の実施を検

討される事業者が大阪市に提出する必要がありますので、その旨ご承知おきくださ

い。 

 

５ その他 

(1)「大阪市認可保育所設置・運営事業者募集」等は、令和８年度予算事業であり、

令和８年度予算案が大阪市会で議決された場合に執行が可能となります。そのた

め、本事業においても状況によっては募集の中止や、募集要項の内容が変更とな

る場合があります。また、スケジュールに関しても現時点での予定となりますの

で、ホームページや問合せ等により、状況を常に確認するようにしてください。 

 

(2) 情報提供依頼のあった事業者に大阪市が物件情報を提供した後、物件情報を得

た事業者から直接問い合わせがありますが、賃貸借契約の内容協議や契約締結に

ついては、物件所有者と事業者の責任において実施していただくこととなります。

本件に関して両者間でトラブルが発生したとしても、大阪市はその一切の責を負

いかねますので、ご留意ください。 

 

(3) ご応募いただいた書類は保育施設整備等以外の目的で利用することはありま

せん。また、原則として返却はいたしかねます。 
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６ 担当 

大阪市こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 環境整備グループ 

大阪市北区中之島１－３－20 大阪市役所地下１階 

電 話:０６－６２０８－８１２６ 

  ＦＡＸ：０６－６２０２－９０５０ 

Email ：fb0010@city.osaka.lg.jp 

 

 
Osaka Metro御堂筋線・京阪電車京阪本線「淀屋橋」駅下車すぐ（１番出口） 

京阪電車中之島線「大江橋」駅下車すぐ（６番出口） 

mailto:fb0010@city.osaka.lg.jp

